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2
0
1
3
.1

0
.3

1
現

在

ア
メ

リ
カ

(*
1
)


イ
ギ

リ
ス



フ

ラ
ン

ス

　

ド
イ

ツ



先
物

と
株

式
に

対
す

る
課

税
先

物
と

株
式

（
現

物
）
は

同
じ

所
得

区
分

（
ｶ
ﾃ
ｺ
ﾞﾘ

ｰ
）
で

あ
り

、
損

益
通

算
が

可
能

（
現

物
株

式
と

先
物

で
ル

ー
ル

が
異

な
る

）
先

物
と

株
式

（
現

物
）
は

共
に

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

課
税

の
対

象
で

あ
り

、
損

益
通

算
が

可
能

先
物

と
株

式
（
現

物
）
は

同
じ

所
得

区
分

（
ｶ
ﾃ
ｺ
ﾞﾘ

ｰ
）
で

あ
り

、
損

益
通

算
が

可
能

先
物

と
株

式
（
現

物
）
は

同
じ

所
得

区
分

（
ｶ
ﾃ
ｺ
ﾞﾘ

ｰ
）
で

あ
る

が
、

株
式

売
却

損
は

株
式

売
却

益
と

し
か

損
益

通
算

で
き

な
い

。
先

物
取

引
か

ら
生

じ
る

損
失

は
、

第
2
0
条

に
定

義
す

る
そ

の
他

の
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
(*

3
)と

の
相

殺
が

可
能

。
（
§

2
0
 A

b
s
. 
2
 N

r.
 1

（
株

式
売

却
益

）
, 
N

r 
3
a
（
先

物
取

引
）
) 
, 
A

b
s
 6

S
a
tz

 5
 （

株
式

売
却

益
の

同
一

所
得

内
で

の
損

益
相

殺
の

禁
止

）
E
S
tG

）
(*

4
)

短
期

（
1
年

以
下

保
有

）
は

総
合

課
税

長
期

（
1
年

超
保

有
）
は

分
離

課
税

長
期

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

（
L
T
C

G
）
は

1
5
％

。
な

お
、

通
常

所
得

※
が

 $
3
6
,2

5
0
以

下
の

個
人

（
2
0
1
3
年

度
の

単
身

者
の

場
合

）
は

、
税

率
区

分
が

1
5
％

以
下

で
あ

る
が

、
そ

の
場

合
の

長
期

は
0
％

（
長

期
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
所

得
の

金
額

上
限

は
、

通
常

所
得

と
L
T
C

G
の

合
計

が
1
5
%
税

率
区

分
に

収
ま

る
部

分
で

あ
る

$
3
6
,2

5
0
以

下
ま

で
）
。

【
例

】
個

人
（
単

身
者

）
の

通
常

所
得

が
＄

1
6
,2

5
0
、

L
T
C

G
が

＄
3
0
,0

0
0
の

場
合

＄
3
0
,0

0
0
の

う
ち

、
通

常
所

得
と

合
わ

せ
た

1
5
%
税

率
区

分
の

上
限

＄
3
6
,2

5
0
ま

で
が

非
課

税
と

な
る

。
L
T
C

G
の

非
課

税
部

分
：

上
限

＄
3
6
,2

5
0
－

通
常

所
得

＄
1
6
,2

5
0
ド

ル
＝

＄
2
0
,0

0
0

残
り

の
L
T
C

G
に

対
す

る
課

税
（
1
5
％

）
：

＄
3
0
,0

0
0
－

＄
2
0
,0

0
0
＝

＄
1
0
,0

0
0

ま
た

、
2
0
1
3
年

よ
り

新
た

に
3
9
.6

％
の

税
率

区
分

が
導

入
さ

れ
た

が
（
通

常
所

得
が

$
4
0
0
,0

0
0
以

上
）
、

そ
の

場
合

の
長

期
は

2
0
％

（
長

期
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
所

得
の

金
額

に
上

限
は

な
い

）
。

※
通

常
所

得
＝

所
得

全
体

－
（
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
所

得
＋

適
格

配
当

所
得

）
＊

適
格

配
当

と
は

一
般

に
米

国
の

上
場

企
業

か
ら

の
配

当
金

を
指

し
、

長
期

キ
ャ

ピ
タ

ル
・
ゲ

イ
ン

優
遇

税
率

が
適

用
さ

れ
る

。

課
税

方
法

キ
ャ

ピ
タ

ル
・
ゲ

イ
ン

＝
利

益
－

損
失

 キ
ャ

ピ
タ

ル
･
ゲ

イ
ン

の
算

定
に

あ
た

っ
て

は
、

①
長

期
の

も
の

及
び

短
期

の
も

の
そ

れ
ぞ

れ
の

区
分

で
利

益
と

損
失

を
通

算
し

て
長

期
･

短
期

そ
れ

ぞ
れ

の
キ

ャ
ピ

タ
ル

･
ゲ

イ
ン

／
ロ

ス
を

計
算

。
※

先
物

取
引

に
お

け
る

、
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
／

ロ
ス

の
う

ち
、

6
0
％

は
長

期
利

益
、

4
0
％

は
短

期
利

益
と

み
な

す
。

②
①

の
結

果
得

ら
れ

た
長

期
及

び
短

期
の

キ
ャ

ピ
タ

ル
･
ゲ

イ
ン

／
ロ

ス
を

通
算

す
る

。
③

②
の

結
果

算
定

さ
れ

た
キ

ャ
ピ

タ
ル

･
ゲ

イ
ン

が
、

長
期

の
も

の
か

ら
生

じ
た

の
で

あ
れ

ば
1
5
%

（
注

１
）
を

、
長

期
及

び
短

期
双

方
か

ら
生

じ
た

場
合

に
は

、
長

期
・
短

期
そ

れ
ぞ

れ
の

金
額

に
そ

れ
ぞ

れ
に

対
す

る
税

率
(長

期
：
1
5
%

（
注

１
）
、

短
期

：
通

常
所

得
に

適
用

さ
れ

る
累

進
税

率
)を

適
用

す
る

。
④

最
終

値
が

ロ
ス

で
あ

る
場

合
は

、
長

期
・
短

期
に

関
わ

ら
ず

年
間

3
0
0
0
ド

ル
ま

で
は

、
以

下
に

解
説

し
た

と
お

り
、

通
常

所
得

と
の

損
益

通
算

が
可

能
。

・
累

進
税

率
1
8
％

ま
た

は
2
8
％

（
2
0
1
0
年

6
月

2
3
日

以
降

、
高

額
所

得
者

（
注

1
）
に

対
し

て
は

一
定

以
上

の
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
に

対
し

て
2
8
％

を
適

用
（
注

2
）
）

（
注

1
）
高

額
所

得
者

と
は

、
諸

控
除

後
、

基
礎

税
率

枠
3
2
,0

1
1
ポ

ン
ド

以
上

の
所

得
・
ゲ

イ
ン

を
得

た
個

人
。

（
注

2
）
高

額
所

得
者

は
、

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

以
外

の
所

得
（
雇

用
所

得
、

非
雇

用
（
個

人
）

所
得

）
と

、
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
を

含
む

個
人

所
得

税
対

象
所

得
を

合
算

し
た

個
人

所
得

で
累

進
課

税
さ

れ
る

。
※

英
国

で
は

基
本

的
に

個
人

の
収

入
は

す
べ

て
「
個

人
所

得
税

の
対

象
」
と

な
る

。
具

体
的

に
は

、
雇

用
所

得
、

不
動

産
所

得
（
い

わ
ゆ

る
家

賃
収

入
）
、

（
銀

行
預

金
や

債
券

か
ら

の
）
利

子
所

得
、

（
株

式
）
配

当
金

、
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
な

ど
が

挙
げ

ら
れ

る
。

（
た

だ
し

、
自

営
業

者
の

い
わ

ゆ
る

事
業

所
得

に
つ

い
て

は
異

な
る

取
扱

い
が

さ
れ

る
。

）
「
雇

用
所

得
」
と

は
い

わ
ゆ

る
給

与
所

得
（
雇

用
主

か
ら

支
給

さ
れ

る
も

の
）
を

指
し

、
雇

用
所

得
以

外
の

所
得

を
「
非

雇
用

所
得

」
と

呼
ん

で
い

る
。

所
得

税
の

累
進

税
率

と
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
の

累
進

税
率

の
算

定
方

法
は

異
な

る
。

フ
ラ

ン
ス

の
総

合
課

税
の

計
算

例
示

【
例

1
 】

あ
る

年
に

7
年

間
所

有
し

た
株

式
を

売
却

し
て

キ
ャ

ピ
タ

ル
・
ゲ

イ
ン

1
0
0
0
を

得
る

場
合

キ
ャ

ピ
タ

ル
・
ゲ

イ
ン

に
対

し
て

免
税

枠
4
0
％

控
除

が
適

用
と

な
る

。
つ

ま
り

、
1
0
0
0
×

(1
0
0
-
4
0
)％

＝
6
0
0
が

ネ
ッ

ト
・
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

と
な

り
、

当
該

6
0
0
が

他
の

所
得

と
合

算
さ

れ
個

人
所

得
税

累
進

税
率

の
対

象
と

な
る

。

【
例

2
 】

あ
る

年
に

7
年

間
所

有
し

た
株

式
を

売
却

し
て

キ
ャ

ピ
タ

ル
・
ゲ

イ
ン

1
0
0
0
を

得
る

と
同

時
に

7
年

間
所

有
し

た
他

の
株

式
を

売
却

し
て

キ
ャ

ピ
タ

ル
・
ロ

ス
7
0
0
が

発
生

し
た

場
合

キ
ャ

ピ
タ

ル
・
ゲ

イ
ン

と
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ロ

ス
に

対
し

て
免

除
枠

4
0
％

控
除

が
適

用
に

な
る

。
つ

ま
り

、
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

は
1
0
0
0
×

(1
0
0
－

4
0
)％

＝
6
0
0

キ
ャ

ピ
タ

ル
・
ロ

ス
は

7
0
0
×

(1
0
0
－

4
0
)％

＝
4
2
0

そ
し

て
、

キ
ャ

ピ
タ

ル
・
ゲ

イ
ン

と
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ロ

ス
を

相
殺

（
6
0
0
－

4
2
0
＝

1
8
0
）
し

た
後

の
ネ

ッ
ト

・
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

1
8
0
が

他
の

所
得

と
合

算
さ

れ
個

人
所

得
税

累
進

税
率

の
対

象
と

な
る

。

税
率

2
5
％

（
§

3
2
d
 A

b
s
. 
1
 E

S
tG

）
(*

4
)

先
物

取
引

の
課

税
標

準
額

＝
　

　
　

　
　

差
金

（
約

定
価

格
と

清
算

価
格

の
差

額
）
－

必
要

経
費

短
期

/
長

期

分
離

/
総

合

分
離

課
税

（
累

進
税

率
に

て
課

税
、

詳
細

に
つ

い
て

は
下

記
参

照
）

総
合

課
税

　
（
2
0
1
2
年

1
2
月

の
改

正
に

よ
り

2
0
1
3
/
0
1
/
0
1
よ

り
）

 総
合

課
税

と
は

別
に

社
会

保
障

税
1
5
.5

0
％

の
課

税
。

源
泉

分
離

課
税

(税
率

2
5
％

）
と

総
合

課
税

（
個

人
申

告
書

を
提

出
し

、
金

融
所

得
の

一
部

と
し

て
個

人
の

税
率

で
課

税
）
の

選
択

が
可

能
（
§

3
2
d

A
b
s
.4

  
E
S
tG

）
但

し
総

合
課

税
を

選
択

し
て

申
告

し
て

も
、

先
物

取
引

に
お

け
る

損
失

は
給

与
所

得
な

ど
の

所
得

と
相

殺
は

で
き

な
い

。
同

様
に

株
式

売
却

利
益

/
損

失
と

他
の

所
得

と
の

相
殺

も
で

き
な

い
。

※
商

品
先

物
の

損
益

と
相

殺
で

き
る

の
は

極
め

て
限

定
的

（
同

じ
2
0
条

所
得

に
係

る
損

益
の

み
）
で

あ
る

点
を

考
慮

す
る

と
、

総
合

課
税

と
言

っ
て

も
実

質
的

に
は

申
告

分
離

課
税

と
同

じ
よ

う
な

取
り

扱
い

と
な

る
。

※
総

合
課

税
を

選
択

す
る

と
、

適
用

さ
れ

る
税

率
は

、
総

合
し

た
所

得
(平

均
税

率
)が

適
用

さ
れ

た
め

、
選

択
し

て
有

利
に

な
る

の
は

次
の

よ
う

な
ケ

ー
ス

。
・
源

泉
課

税
2
5
％

に
比

べ
、

個
人

の
所

得
が

高
く
な

い
場

合
（
平

均
税

率
が

2
5
％

を
下

回
る

と
き

）
や

別
の

先
物

取
引

(2
0
条

所
得

）
で

大
き

な
損

失
を

計
上

し
て

い
る

場
合

な
ど

商
品

先
物

と
金

融
先

物
は

、
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
と

し
て

同
じ

所
得

カ
テ

ゴ
リ

ー
(双

方
と

も
2
0
条

所
得

)で
あ

り
、

損
益

通
算

可
能

所
得

区
分

キ
ャ

ピ
タ

ル
・
ゲ

イ
ン

/
ロ

ス
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

/
ロ

ス
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

/
ロ

ス
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

/
ロ

ス

公
設

市
場

(取
引

所
取

引
)に

お
け

る
先

物
取

引
と

株
式

（
現

物
）
に

関
す

る
税

制
の

概
要

（
個

人
）

商
品

先
物

と
金

融
先

物
に

対
す

る
課

税

商
品

先
物

と
金

融
先

物
は

、
課

税
所

得
の

計
算

が
異

な
る

が
、

一
定

の
計

算
ル

ー
ル

の
下

、
最

終
的

に
は

損
益

通
算

が
可

能

商
品

先
物

(c
o
m

m
o
d
it
y
 f
u
tu

re
s
)は

規
制

取
引

で
あ

り
、

い
わ

ゆ
る

「
S
e
c
ti
o
n
 1

2
5
6
取

引
」
に

該
当

す
る

た
め

、
下

記
の

「
S
e
c
ti
o
n
 1

2
5
6
取

引
」
固

有
の

特
別

な
ル

ー
ル

が
適

用
さ

れ
る

。
実

現
し

た
売

買
損

益
に

対
す

る
課

税
に

加
え

、
年

末
保

有
残

高
の

洗
い

替
え

評
価

（
未

実
現

損
益

）
に

対
す

る
課

税
が

行
わ

れ
る

。
具

体
的

に
は

年
末

時
点

で
保

有
す

る
C

o
n
tr

a
c
tは

、
そ

の
時

点
で

売
却

し
た

と
仮

定
し

、
取

得
価

額
（
あ

る
い

は
前

年
の

洗
い

替
え

価
額

）
と

の
差

額
を

強
制

的
に

市
場

価
額

で
損

益
を

認
識

し
、

損
と

益
を

通
算

し
て

益
に

な
れ

ば
課

税
さ

れ
る

。
ま

た
、

譲
渡

損
益

は
保

有
期

間
に

拘
わ

ら
ず

、
自

動
的

に
4
0
%
は

短
期

所
得

（
s
h
o
rt

-
te

rm
 g

a
in

/
lo

s
s
）
と

み
な

し
、

6
0
%
は

長
期

所
得

（
lo

n
g
-
te

rm
g
a
in

/
lo

s
s
）
と

み
な

さ
れ

る
。

な
お

、
年

末
の

洗
い

替
え

に
よ

り
、

取
得

価
額

は
更

新
（
洗

い
替

え
）
さ

れ
る

た
め

、
売

却
時

に
二

重
課

税
と

は
な

ら
な

い
。

な
お

、
上

記
の

S
e
c
 1

2
5
6
ル

ー
ル

が
適

用
さ

れ
計

算
さ

れ
た

商
品

先
物

の
短

期
お

よ
び

長
期

譲
渡

所
得

と
、

金
融

先
物

に
係

る
短

期
・
長

期
譲

渡
所

得
は

、
結

果
的

に
そ

れ
ぞ

れ
の

所
得

（
短

期
ま

た
は

長
期

）
の

中
で

損
益

が
合

算
さ

れ
る

の
で

、
最

終
的

に
は

損
益

通
算

さ
れ

る
が

、
取

引
の

種
類

に
よ

っ
て

は
合

算
前

に
特

殊
な

ル
ー

ル
が

適
用

さ
れ

る
。

一
方

、
金

融
先

物
(s

e
c
u
ri
ti
e
s
 f
u
tu

re
s
)は

、
例

外
と

し
て

上
記

S
e
c
ti
o
n
 の

ル
ー

ル
が

適
用

さ
れ

な
い

。
そ

の
た

め
、

実
現

し
た

売
買

損
益

に
対

し
て

の
み

、
課

税
が

行
わ

れ
る

。
こ

の
場

合
、

商
品

先
物

と
金

融
先

物
は

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

と
し

て
同

じ
所

得
区

分
（
カ

テ
ゴ

リ
ー

）
で

あ
り

、
損

益
通

算
が

可
能

で
あ

る
（
ル

ー
ル

も
同

じ
）
。

た
だ

し
、

プ
ロ

の
デ

ィ
ー

ラ
ー

な
ど

、
個

人
が

事
業

規
模

で
行

っ
て

い
る

金
融

先
物

は
「
例

外
の

例
外

」
と

し
て

、
こ

の
例

外
規

定
が

適
用

さ
れ

ず
、

S
e
c
 1

2
5
6
の

ル
ー

ル
が

適
用

さ
れ

る
（
S
e
c
ti
o
n
 1

2
5
6
取

引
と

し
て

の
課

税
の

対
象

）
。

商
品

先
物

と
金

融
先

物
は

、
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
と

し
て

共
に

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

課
税

の
対

象
で

あ
り

、
損

益
通

算
可

能
商

品
先

物
と

金
融

先
物

は
、

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

と
し

て
同

じ
所

得
カ

テ
ゴ

リ
ー

で
あ

り
、

損
益

通
算

可
能

参
考
資
料

1）
先
物
取
引
と
現
物
株
式
に
関
す
る
主
要
国
の
税
制
概
要
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他
の

所
得

区
分

と
の

損
益

通
算

非
課

税
枠

免
税

枠

・
損

益
通

算
可

能
ﾈ

ｯ
ﾄ
の

ｷ
ｬ
ﾋ
ﾟﾀ

ﾙ
ﾛ
ｽ

は
、

年
間

3
,0

0
0
ド

ル
ま

で
通

常
所

得
と

の
損

益
通

算
可

能
。

損
益

通
算

に
適

用
さ

れ
る

損
失

に
長

期
・
短

期
の

区
別

は
な

く
、

キ
ャ

ピ
タ

ル
ロ

ス
全

体
で

最
高

3
0
0
0
ド

ル
ま

で
、

通
常

所
得

と
の

損
益

通
算

が
可

能
。

（
但

し
、

小
規

模
法

人
株

式
の

例
外

あ
り

(例
：
特

定
の

小
規

模
法

人
株

式
に

か
か

る
ｷ

ｬ
ﾋ
ﾟﾀ

ﾙ
ﾛ
ｽ

は
一

定
程

度
損

益
通

算
が

可
能

、
な

ど
)）

・
 原

則
非

課
税

枠
な

し
（
但

し
、

小
規

模
法

人
株

式
の

例
外

あ
り

(例
：
特

定
の

小
規

模
法

人
株

式
に

か
か

る
も

の
は

一
定

の
非

課
税

枠
が

あ
る

、
な

ど
)）

・
損

益
通

算
不

可
・
非

課
税

枠
あ

り
年

間
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

1
0
,9

0
0
ポ

ン
ド

以
内

（
先

物
と

株
式

（
現

物
）
な

ど
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
の

所
得

区
分

の
収

支
を

合
算

し
た

上
で

の
非

課
税

枠
）

※
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
非

課
税

枠
（
1
0
,6

0
0
ポ

ン
ド

→
1
0
,9

0
0
ポ

ン
ド

）
の

適
用

時
期

は
2
0
1
2
年

4
月

6
日

以
降

。

・
損

益
通

算
不

可
・
非

課
税

枠
免

税
枠

 2
年

－
3
年

所
有

株
式

か
ら

の
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

は
2
0
％

控
除

 4
年

－
5
年

所
有

株
式

か
ら

の
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

は
3
0
％

控
除

 6
年

以
上

所
有

株
式

か
ら

の
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

は
4
0
％

控
除

 (
A

rt
.1

5
0
-
0
 D

,1
)

※
な

お
、

2
0
1
3
年

1
0
月

現
在

、
改

正
が

審
議

中
で

控
除

枠
が

変
更

さ
れ

る
予

定
(「

見
直

し
の

)議
論

・
検

討
」
欄

参
照

）

 こ
の

控
除

措
置

は
総

合
課

税
に

適
用

さ
れ

、
社

会
保

障
税

に
は

適
用

さ
れ

な
い

。

・
損

益
通

算
不

可
（
§

2
0
 A

b
s
. 
6
 S

a
tz

 2
 E

S
tG

）
(*

3
)

・
資

本
所

得
控

除
あ

り
（
8
0
1
ユ

ー
ロ

、
夫

婦
合

算
申

告
の

場
合

は
1
6
0
2

ユ
ー

ロ
。

先
物

と
株

式
（
現

物
）
な

ど
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
の

所
得

区
分

の
収

支
を

合
算

し
た

上
で

の
定

額
費

用
控

除
枠

で
あ

り
、

実
額

費
用

控
除

は
排

除
さ

れ
て

い
る

）
（
§

2
0
 A

b
s
. 
9
 S

a
tz

 2
 E

S
tG

,）
(*

4
)

※
 ド

イ
ツ

で
は

免
税

・
非

課
税

で
は

な
く
資

本
所

得
控

除
と

し
て

規
定

さ
れ

て
い

る
。

損
失

の
繰

越

原
則

ロ
ス

が
無

く
な

る
ま

で
無

期
限

に
繰

越
可

能
（
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

の
範

囲
内

で
の

適
用

）
 過

年
度

か
ら

繰
越

さ
れ

た
キ

ャ
ピ

タ
ル

ロ
ス

が
あ

る
場

合
、

当
該

年
度

に
発

生
し

た
キ

ャ
ピ

タ
ル

ロ
ス

に
過

年
度

か
ら

繰
越

さ
れ

た
キ

ャ
ピ

タ
ル

ロ
ス

の
合

計
額

の
う

ち
、

年
間

3
0
0
0
ド

ル
＊

ま
で

通
常

所
得

と
の

損
益

通
算

が
可

能
と

な
る

。
＊

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

所
得

全
体

で
年

間
3
0
0
0
ド

ル
ま

で
但

し
小

規
模

法
人

株
式

の
例

外
規

定
に

よ
り

初
年

度
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

の
枠

を
越

え
て

の
損

失
控

除
あ

り

ロ
ス

が
無

く
な

る
ま

で
無

期
限

に
繰

越
可

能
（
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

の
範

囲
内

で
の

適
用

)
当

期
で

相
殺

で
き

な
か

っ
た

キ
ャ

ピ
タ

ル
ロ

ス
は

1
0
年

限
度

で
繰

越
可

能
。

(a
rt

.1
5
0
-
0
 D

 1
1
)

・
無

期
限

に
繰

越
可

能
。

株
式

売
却

損
の

繰
越

損
失

は
将

来
の

株
式

売
却

益
と

の
み

相
殺

可
能

、
そ

の
他

は
第

2
0
条

に
定

め
る

所
得

の
範

囲
内

で
相

殺
可

（
§

2
0
 A

b
s
. 
6
 S

a
tz

  
3
 f
f.
 E

S
tG

）
(*

4
)。

・
 繰

戻
は

な
い

。

株
式

(現
物

)と
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
（
金

融
先

物
・

商
品

先
物

）
と

の
売

買
収

支
の

損
益

通
算

損
益

通
算

が
可

能
（
現

物
株

式
と

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

で
課

税
の

ル
ー

ル
が

異
な

る
）

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

と
株

式
（
現

物
）
は

共
に

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

課
税

の
対

象
で

あ
り

、
損

益
通

算
が

可
能

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

と
株

式
（
現

物
）
は

同
じ

所
得

区
分

（
ｶ
ﾃ
ｺ
ﾞﾘ

ｰ
）
で

あ
り

、
損

益
通

算
が

可
能

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

と
株

式
（
現

物
）
は

同
じ

所
得

区
分

（
ｶ
ﾃ
ｺ
ﾞﾘ

ｰ
）
で

あ
る

が
、

株
式

売
却

損
は

株
式

売
却

益
と

し
か

損
益

通
算

で
き

な
い

。

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

課
税

に
つ

い
て

見
直

し
の

議
論

・
検

討
が

さ
れ

て
い

る
か

大
型

減
税

策
（
い

わ
ゆ

る
「
ブ

ッ
シ

ュ
減

税
」
）
は

2
0
1
2
年

末
に

期
限

が
到

来
し

た
。

当
初

、
ブ

ッ
シ

ュ
減

税
の

終
了

と
共

に
、

長
期

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

の
税

率
は

1
5
％

か
ら

2
0
％

へ
変

更
さ

れ
る

予
定

だ
っ

た
。

し
か

し
、

2
0
1
3
年

よ
り

新
た

な
税

率
区

分
（
3
9
.6

％
；
通

常
所

得
が

4
0
万

ド
ル

以
上

の
場

合
）
が

導
入

さ
れ

た
こ

と
に

よ
り

、
長

期
の

税
率

は
1
5
％

の
ま

ま
と

な
っ

た
（
通

常
所

得
が

4
0
万

ド
ル

以
上

の
場

合
の

み
、

長
期

は
2
0
％

で
課

税
）
。

現
在

の
と

こ
ろ

、
見

直
し

の
議

論
・
検

討
は

さ
れ

て
い

な
い

。

富
裕

層
へ

の
課

税
強

化
の

観
点

か
ら

２
０

１
２

年
１

２
月

末
の

改
正

で
、

配
当

や
利

子
な

ど
と

と
も

に
、

分
離

課
税

か
ら

、
原

則
、

総
合

課
税

に
移

行
し

た
。

現
在

審
議

中
の

予
算

法
の

一
環

と
し

て
、

キ
ャ

ピ
タ

ル
・
ゲ

イ
ン

課
税

の
更

な
る

改
正

が
予

定
さ

れ
て

お
り

（
現

在
の

政
府

案
は

、
総

合
課

税
の

ま
ま

で
所

有
期

間
に

よ
る

控
除

額
に

つ
い

て
、

納
税

者
を

さ
ら

に
有

利
に

す
る

措
置

）
、

審
議

が
通

っ
た

場
合

、
2
0
1
3
/
0
1
/
0
1
か

ら
の

取
引

に
遡

っ
て

適
用

さ
れ

る
予

定
。

な
お

、
議

員
構

成
よ

り
、

予
算

が
可

決
さ

れ
る

可
能

性
は

高
い

と
予

想
さ

れ
て

い
る

。
可

決
予

想
時

期
は

2
0
1
3
年

内
。

現
在

の
と

こ
ろ

、
見

直
し

の
議

論
・
検

討
は

さ
れ

て
い

な
い

。
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ｕ
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ｒｅ
ｓ
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関
す

る
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ
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取

り
扱

い
の

原
則

が
、

T
a
x
a
ti
o
n
 o

f
C

h
a
rg

e
a
b
le

 G
a
in

s
 A

c
t 

1
9
9
2
 S

e
c
ti
o
n
 1

4
3
　

に
記

述
さ

れ
て

い
る

。
税

率
の

見
直

し
は

、
ほ

ぼ
毎

年
行

わ
れ

、
予

算
案

(B
u
d
g
e
t)

を
経

て
毎

年
の

F
in

a
n
c
e
 A

c
tの

中
で

更
新

（
が

あ
れ

ば
）
さ

れ
る

。

C
o
d
e
 g

é
n
é
ra

l 
d
e
s
 i
m

p
ô
ts

 (
C

G
I,
 一

般
税

法
)　

現
物

取
引

　
C

G
I

a
rt

.1
5
0
-
0
 A

 à
 a

rt
. 
1
5
0
-
0
 E

　
先

物
取

引
　

C
G

I 
a
rt

.1
5
0
 t

e
r 

à
 a

rt
. 
1
5
0

u
n
d
e
c
ie

s
　

(＊
2
)B

ie
n
 c

o
rd

ia
le

m
e
n
t

E
in

k
o
m

m
e
n
s
te

u
e
rg

e
s
e
tz

 (
略

し
て

E
S
tG

、
所

得
税

法
)

(*
1
)ア

メ
リ

カ
に

つ
い

て
は

、
投

資
資

産
の

譲
渡

は
キ

ャ
ピ

タ
ル

・
ゲ

イ
ン

／
ロ

ス
、

投
資

資
産

で
無

い
場

合
（
事

業
的

規
模

な
ど

）
は

通
常

所
得

／
損

失
と

な
る

が
、

上
掲

表
で

は
投

資
資

産
の

場
合

を
記

載
し

て
い

る
。

課
税

方
法

（
注

１
）
　

通
常

所
得

が
$
3
6
,2

5
0
以

下
の

個
人

の
場

合
（
税

率
区

分
が

1
5
％

以
下

に
な

る
ケ

ー
ス

）
、

長
期

利
益

の
0
%
。

通
常

所
得

が
$
3
6
,2

5
0
超

～
$
4
0
0
,0

0
0
未

満
の

場
合

は
、

上
記

の
通

り
長

期
利

益
の

1
5
％

。
通

常
所

得
が

$
4
0
0
,0

0
0
以

上
の

場
合

は
、

長
期

利
益

の
2
0
％

。

短
期

利
益

は
、

累
進

税
率

。

2
0
1
3
年

度
（
2
0
1
3
年

1
月

1
日

以
降

）
よ

り
、

N
e
t 

In
v
e
s
tm

e
n
t 

In
c
o
m

e
 T

a
x
 (
N

II
T
）

制
度

が
導

入
さ

れ
た

。
こ

れ
に

よ
り

、
所

得
の

規
模

に
応

じ
て

、
投

資
所

得
に

対
し

3
.8

％
の

追
加

の
税

額
が

発
生

す
る

。

（
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
の

課
税

方
法

）
①

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

以
外

の
年

間
課

税
所

得
か

ら
控

除
（
基

礎
控

除
等

）
を

引
い

た
金

額
を

確
定

②
①

の
金

額
と

3
2
,0

1
0
ポ

ン
ド

を
比

較
し

、
余

剰
が

あ
る

場
合

は
、

余
剰

分
を

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

課
税

に
割

り
当

て
る

③
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
に

割
り

当
て

ら
れ

た
金

額
に

つ
い

て
1
8
%
課

税
（
3
2
,0

1
1
ポ

ン
ド

以
上

は
2
8
%
課

税
 ）

＜
計

算
例

＞
年

間
個

人
所

得
（
基

礎
控

除
後

）
5
0
,0

0
0
ポ

ン
ド

（
内

訳
：
給

与
所

得
2
0
,0

0
0
ポ

ン
ド

、
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
3
0
,0

0
0
ポ

ン
ド

）
の

場
合

①
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
課

税
対

象
所

得
：
3
0
,0

0
0
ポ

ン
ド

−
非

課
税

枠
1
0
,9

0
0
ポ

ン
ド

＝
1
9
,1

0
0
ポ

ン
ド

②
1
8
%
課

税
枠

：
3
2
,0

1
0
ポ

ン
ド

−
2
0
,0

0
0
ポ

ン
ド

（
給

与
所

得
）
＝

1
2
,0

1
0
ポ

ン
ド

　
1
9
,1

0
0
ポ

ン
ド

 ＞
1
2
,0

1
0
ポ

ン
ド

 →
1
2
,0

1
0
ポ

ン
ド

は
1
8
%
に

て
課

税
③

2
8
%
課

税
枠

：
1
9
,1

0
0
ポ

ン
ド

−
1
2
,0

1
0
ポ

ン
ド

＝
7
,0

9
0
ポ

ン
ド

 　
7
,0

9
0
ポ

ン
ド

は
2
8
%
に

て
課

税
④

給
与

所
得

2
0
,0

0
0
ポ

ン
ド

に
対

す
る

課
税

(2
0
1
3
/
1
4
年

度
現

在
の

基
礎

控
除

、
税

率
、

税
枠

を
適

用
）

ⅰ
．

個
人

所
得

課
税

対
象

所
得

：
2
0
,0

0
0
ポ

ン
ド

－
基

礎
控

除
9
,4

4
0
ポ

ン
ド

＝
1
0
,5

6
0
ポ

ン
ド

（
課

税
所

得
）

ⅱ
．

税
率

：
2
0
%
（
3
2
,0

1
0
ポ

ン
ド

ま
で

）
ⅲ

．
所

得
税

額
：
1
0
,5

6
0
ポ

ン
ド

*
2
0
%
=
2
,1

1
2
ポ

ン
ド

注
記

：
基

礎
控

除
は

、
所

得
水

準
や

国
籍

、
課

税
方

法
の

選
択

に
よ

っ
て

は
適

用
で

き
な

い
ケ

ー
ス

が
あ

る
。

※
各

国
の

個
人

（
居

住
者

）
が

、
事

業
所

得
の

規
模

に
達

し
な

い
規

模
の

売
買

で
得

た
利

益
に

対
す

る
課

税
方

法
に

関
す

る
調

査

(*
3
)2

0
条

所
得

に
含

ま
れ

る
も

の
の

例
と

し
て

次
の

も
の

が
挙

げ
ら

れ
る

（
全

て
個

人
保

有
の

場
合

に
限

定
さ

れ
、

事
業

所
得

に
含

ま
れ

る
も

の
は

含
ま

れ
な

い
）
。

な
お

、
2
0
条

所
得

で
あ

る
先

物
取

引
に

係
る

所
得

と
、

2
3
条

所
得

で
あ

る
不

動
産

譲
渡

に
係

る
所

得
は

、
損

益
通

算
は

認
め

ら
れ

て
い

な
い

（
2
0

条
所

得
と

2
3
条

所
得

の
損

益
通

算
は

不
可

）
。

（
2
0
条

所
得

の
具

体
例

）
 

 
 

 
 

(*
2
)現

物
取

引
　

C
G

I 
第

1
5
0
-
0
 条

 A
 ～

第
1
5
0
-
0
条

 E
／

先
物

取
引

　
C

G
I 
第

1
5
0
条

第
3
項

～
第

1
5
0
条

第
1
1
項

（
2
0
0
8
年

1
2
月

3
1
日

以
前

取
得

資
産

の
た

め
の

経
過

措
置

）
・
2
0
0
8
年

1
2
月

3
1
日

ま
で

に
発

生
し

た
損

失
に

つ
い

て
は

経
過

措
置

と
し

て
2
0
1
3
年

ま
で

に
実

現
す

る
所

得
税

法
第

2
0
条

1
項

、
2
項

に
定

め
る

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

（
先

物
及

び
株

式
）
並

び
に

旧
第

2
3
条

に
定

め
る

個
人

資
産

売
却

益
（
短

期
保

有
資

産
→

不
動

産
な

ら
1
0
年

、
そ

れ
以

外
の

資
産

は
1
年

）
と

の
相

殺
が

可
能

 (
§

2
3
 A

b
s
.

3
 S

a
tz

 9
, 
1
0
, 
§

 5
2
a
 A

b
s
. 
1
1
 S

a
tz

 1
1
 E

S
tG

)(
*
3
)

【
改

正
前

の
課

税
】

＜
所

得
区

分
＞

そ
の

他
の

所
得

＜
株

式
（
現

物
）
と

の
損

益
通

算
＞

先
物

と
株

式
（
現

物
）
は

同
じ

所
得

区
分

（
ｶ
ﾃ

ｺ
ﾞﾘ

ｰ
）
で

あ
り

、
損

益
通

算
が

可
能

(§
2
2
 N

r.
 2

, 
§

2
3
 A

b
s
. 
1
 N

r.
 2

 E
S

tG
 )
(*

3
)

＜
課

税
方

法
＞

短
期

（
1
年

以
内

）
は

総
合

課
税

・
先

物
取

引
は

、
課

税
対

象
額

の
全

額
に

対
し

て
課

税
・
株

式
（
現

物
）
は

課
税

対
象

額
の

半
分

に
対

し
て

課
税

。
た

だ
し

、
ｷ

ｬ
ﾋ
ﾟﾀ

ﾙ
ﾛ
ｽ

に
つ

い
て

も
そ

の
半

分
を

損
益

通
算

の
対

象
と

す
る

 (
§

3
 N

r.
 4

0
 b

) 
E
S

tG
 a

.F
.)
(*

3
)。

・
株

式
現

物
取

引
と

先
物

取
引

の
年

間
全

取
引

（
損

失
取

引
は

通
算

後
）
の

合
計

純
利

益
（
売

却
収

入
－

原
価

）
で

年
間

6
0
0
ユ

ー
ロ

ま
で

免
税

 (
§

2
3
 A

b
s
. 
3
 S

a
tz

 5
E
S

tG
)(
*
3
)。

長
期

（
１

年
超

）
は

免
税

・
 免

税
分

（
１

年
超

の
保

有
）
に

つ
い

て
は

ｷ
ｬ
ﾋ
ﾟﾀ

ﾙ
ﾛ
ｽ

が
発

生
し

て
も

ロ
ス

と
し

て
認

識
さ

れ
な

い
た

め
相

殺
不

可
。

＜
他

の
所

得
区

分
と

の
損

益
通

算
、

免
税

枠
＞

・
損

益
通

算
不

可
(§

2
3
 A

b
s
. 
3
 S

a
tz

 7
 E

S
tG

)(
*
3
)

・
免

税
あ

り
 (
§

2
3
 A

b
s
. 
3
 S

a
tz

 5
 E

S
tG

)(
*
3
)

　
保

有
期

間
１

年
超

の
取

引
は

免
税

　
先

物
と

株
式

（
現

物
）
同

じ
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20
13

.1
0.

31
現

在

中
国

香
港

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

上
場

の
有

無
区

分
税

率

上
場

大
株

主
(*

1
)で

は
な

い
者

の
場

内
取

引
非

課
税

(有
価

証
券

市
場

、
大

株
主

の
中

小
企

業
株

式
1
0
%

コ
ス

ダ
ッ

ク
市

場
)

大
株

主
の

1
年

未
満

保
有

大
企

業
株

式
3
0
%

大
株

主
の

そ
の

他
の

株
式

（
1
年

以
上

保
有

の
大

企
業

株
式

）
2
0
%

中
小

企
業

株
式

（
大

株
主

を
含

む
）

1
0
%

大
株

主
の

1
年

未
満

保
有

大
企

業
株

式

そ
の

他
（
大

株
主

の
１

年
以

上
保

有
の

大
企

業
株

式
、

大
株

主
以

外
の

大
企

業
株

式
）

2
0
%

農
漁

村

特
別

税

有
価

証
券

市
場

証
券

0
.1

5
%

0
.1

5
%

0
.3

0
%

コ
ス

ダ
ッ

ク
市

場
証

券
0
.3

0
%

-
0
.3

0
%

非
上

場
0
.5

0
%

-
0
.5

0
%

株
式

売
買

益
の

所
得

区
分

財
産

譲
渡

所
得

該
当

事
項

な
し

該
当

事
項

な
し

⇒
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
課

税
と

い
う

所
得

区
分

も
な

い
。

区
分

課
税

の
有

無
/
所

得
区

分

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

(先
渡

、
先

物
、

オ
プ

シ
ョ
ン

、
ス

ワ
ッ

プ
)に

直
接

投
資

す
る

場
合

課
税

除
外

配
当

所
得

と
類

似
の

所
得

と
し

て
収

益
分

配
の

性
格

が
あ

る
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ

(e
x.

 金
や

原
材

料
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
に

分
散

投
資

さ
れ

て
い

る
商

品
フ

ァ
ン

ド
、

E
L
S
(株

価
連

係
証

券
),
E
L
F
(株

価
連

係
フ

ァ
ン

ド
))

配
当

所
得

と
結

び
つ

い
た

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

配
当

所
得

公
設

市
場

(取
引

所
取

引
)に

お
け

る
商

品
先

物
取

引
と

株
式

（
現

物
）
に

関
す

る
税

制
の

概
要

（
個

人
）

 韓
国

株
式

に
対

す
る

課
税

・
税

率
2
0
%

・
課

税
所

得
は

以
下

の
よ

う
に

計
算

さ
れ

る
。

課
税

所
得

＝
譲

渡
収

入
-
取

得
価

額
及

び
合

理
的

な
費

用

・
但

し
、

国
内

の
上

場
株

式
の

譲
渡

は
現

在
、

暫
定

的
に

免
除

さ
れ

て
い

る
(注

１
）
。

一
方

、
外

国
の

上
場

株
式

(注
２

）
は

現
在

も
な

お
税

率
2
0
％

が
課

税
さ

れ
る

。

(注
１

)国
内

証
券

市
場

の
活

性
化

を
目

的
に

1
9
9
4
年

に
免

除
措

置
が

導
入

さ
れ

、
1
9
9
8
年

に
さ

ら
に

延
長

さ
れ

て
い

る
。

当
初

と
同

様
の

目
的

の
た

め
、

現
在

も
改

正
の

動
き

は
見

ら
れ

な
い

。
な

お
、

中
国

個
人

所
得

税
法

上
の

取
扱

い
で

あ
り

、
中

国
国

籍
及

び
外

国
籍

の
個

人
の

両
方

に
適

用
さ

れ
る

。

（
注

２
）
中

国
国

外
の

証
券

取
引

所
で

上
場

し
て

い
る

株
式

（
株

式
が

上
場

し
て

い
る

所
在

地
で

判
断

さ
れ

る
）
。

・
株

式
売

買
時

に
証

券
取

引
税

0
.1

%
が

課
税

さ
れ

る
（
印

紙
税

法
案

が
証

券
取

引
税

に
改

正
さ

れ
た

）

・
株

式
の

売
買

所
得

は
非

課
税

・
株

式
の

売
却

及
び

取
得

の
売

買
価

額
ま

た
は

評
価

額
に

対
し

て
印

紙
税

0
.2

%
（
売

手
0
.1

%
・
買

手
0
.1

%
の

負
担

）
が

課
税

さ
れ

る

計

※
韓

国
株

式
に

投
資

し
て

い
る

上
場

投
資

信
託

収
益

証
券

の
取

引
に

対
し

2
0
0
9
年

か
ら

証
券

取
引

税
の

導
入

を
考

慮
し

て
い

る
が

、
2
0
1
3
年

1
0
月

末
現

在
導

入
さ

れ
て

い
な

い
。

証
券

取
引

税

sc
h
e
du

la
r 

in
c
o
m

e
 (

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

/
ロ

ス
)

・
株

式
の

譲
渡

益
は

非
課

税
、

譲
渡

損
は

給
与

所
得

な
ど

の
所

得
か

ら
控

除
で

き
な

い
。

・
原

則
、

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

法
人

の
発

行
株

式
の

譲
渡

に
つ

い
て

は
印

紙
税

が
課

税
（
上

場
の

外
国

法
人

発
行

の
株

式
お

よ
び

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

法
人

発
行

の
非

上
場

株
式

は
対

象
外

）
。

印
紙

税
は

販
売

価
額

と
公

正
な

市
場

価
額

の
ど

ち
ら

か
高

い
金

額
の

0
.2

％
。

１
．

株
式

の
譲

渡
税

は
分

離
課

税
  

(譲
渡

税
=
譲

渡
所

得
金

額
X
譲

渡
税

率
)

非
上

場

3
0
%

(*
1
)大

株
主

は
2
%
以

上
株

式
保

有
又

は
時

価
総

額
5
0
億

ウ
ォ

ン
以

上
の

株
式

を
保

有
し

た
場

合
を

意
味

す
る

。
(コ

ス
ダ

ッ
ク

市
場

上
場

法
人

の
場

合
、

4
%
以

上
&
 4

0
億

以
上

基
準

で
あ

る
)

(コ
ネ

ク
ス

市
場

上
場

法
人

の
場

合
、

4
%
以

上
&
 1

0
億

以
上

基
準

で
あ

る
)

※
中

小
企

業
の

範
囲

に
つ

い
て

は
附

属
資

料
(４

）
参

照
。

大
企

業
株

式
と

は
中

小
企

業
以

外
の

企
業

の
株

式
。

２
．

証
券

取
引

税
な

ど
  

 (
証

券
取

引
税

、
農

漁
村

特
別

税
 =

 証
券

の
譲

渡
価

額
 X

 税
率

)

区
分

商
品

先
物

に
対

す
る

課
税

・
税

率
2
0
%

・
課

税
所

得
は

以
下

の
よ

う
に

計
算

さ
れ

る
。

課
税

所
得

＝
譲

渡
収

入
-
取

得
価

額
及

び
合

理
的

な
費

用

・
先

物
取

引
に

対
す

る
所

得
は

非
課

税

・
先

物
取

引
に

対
す

る
所

得
は

非
課

税
、

譲
渡

損
給

与
所

得
な

ど
の

所
得

か
ら

は
控

除
で

き
な

い
。

・
先

物
取

引
の

売
却

に
対

し
て

印
紙

税
な

ど
の

取
引

税
の

課
税

も
な

い
。

※
韓

国
の

所
得

税
法

は
税

法
に

列
挙

さ
れ

る
所

得
だ

け
に

課
税

す
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

。
金

融
派

生
商

品
(先

渡
、

先
物

、
オ

プ
シ

ョ
ン

、
ス

ワ
ッ

プ
)に

直
接

投
資

す
る

場
合

は
、

所
得

税
法

に
列

挙
さ

れ
て

な
い

の
で

、
課

税
対

象
で

は
な

い
(2

0
0
4
年

の
税

制
改

正
に

課
税

す
る

案
が

あ
っ

た
が

、
導

入
さ

れ
て

い
な

い
）
。

た
だ

し
、

配
当

所
得

と
結

び
つ

い
た

場
合

に
は

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

か
ら

発
生

し
た

利
益

は
所

得
税

法
上

課
税

さ
れ

る
。

配
当

所
得

- 113 -



商
品

先
物

の
所

得
区

分
財

産
譲

渡
所

得
該

当
事

項
な

し

該
当

事
項

な
し

⇒
キ

ャ
ピ

タ
ル

ゲ
イ

ン
課

税
と

い
う

所
得

区
分

も
な

い
。

商
品

先
物

と
金

融
先

物
の

所
得

区
分

と
損

益
通

算

商
品

先
物

と
金

融
先

物
は

、
損

益
通

算
不

可
⇒

中
国

の
個

人
所

得
税

法
上

、
同

じ
所

得
区

分
で

あ
っ

て
も

商
品

先
物

と
金

融
先

物
は

損
益

通
算

す
る

こ
と

が
で

き
な

い
。

損
益

通
算

は
該

当
事

項
な

し
⇒

商
品

先
物

と
金

融
先

物
は

、
共

に
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
に

関
す

る
所

得
に

該
当

す
る

が
、

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

は
課

税
対

象
で

は
な

い
の

で
、

損
益

通
算

も
該

当
事

項
な

し

商
品

先
物

と
金

融
先

物
は

、
共

に
課

税
対

象
で

は
な

い
の

で
、

損
益

通
算

な
し

。

株
式

(現
物

)と
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
（
金

融
先

物
・
商

品
先

物
）
と

の
売

買
収

支
の

損
益

通
算

損
益

通
算

不
可

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

に
関

す
る

所
得

は
課

税
対

象
で

は
な

い
の

で
、

損
益

通
算

は
該

当
事

項
な

し

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

に
関

す
る

所
得

は
課

税
対

象
で

は
な

い
の

で
、

損
益

通
算

な
し

キ
ャ

ピ
タ

ル
ゲ

イ
ン

課
税

に
つ

い
て

見
直

し
の

議
論

・
検

討
が

さ
れ

て
い

る
か

現
在

の
と

こ
ろ

、
見

直
し

の
議

論
・
検

討
は

さ
れ

て
い

な
い

。
現

在
の

と
こ

ろ
、

見
直

し
の

議
論

・
検

討
は

さ
れ

て
い

な
い

。
現

在
の

と
こ

ろ
、

見
直

し
の

議
論

・
検

討
は

さ
れ

て
い

な
い

。

※
各

国
の

個
人

（
居

住
者

）
が

、
事

業
所

得
の

規
模

に
達

し
な

い
規

模
の

売
買

で
得

た
利

益
に

対
す

る
課

税
方

法
に

関
す

る
調

査

該
当

事
項

な
し

又
は

配
当

所
得

※
商

品
先

物
で

配
当

所
得

に
な

る
場

合
は

、
配

当
所

得
と

類
似

の
所

得
と

し
て

収
益

分
配

の
性

格
が

あ
る

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

(e
x.

 商
品

フ
ァ

ン
ド

、
E
L
S
(株

価
連

係
証

券
),
E
L
F
(株

価
連

係
フ

ァ
ン

ド
))

　
の

よ
う

に
配

当
所

得
と

結
び

つ
い

た
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
。

（
そ

の
他

、
収

益
分

配
の

性
格

が
あ

り
配

当
所

得
に

分
類

さ
れ

る
例

と
し

て
は

、
金

融
派

生
商

品
、

原
材

料
派

生
商

品
、

E
L
S
(株

価
連

係
証

券
),
E
L
F
(株

価
連

係
フ

ァ
ン

ド
)等

。
）

損
益

通
算

は
該

当
な

し
⇒

商
品

先
物

と
金

融
先

物
は

、
共

に
デ

リ
バ

テ
ィ

ブ
取

引
に

関
す

る
所

得
に

該
当

す
る

が
、

直
接

取
引

す
る

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

は
課

税
対

象
で

は
な

い
の

で
、

損
益

通
算

も
該

当
事

項
な

し
。

商
品

先
物

と
株

式
の

売
買

損
益

の
損

益
通

算

中
国

の
個

人
所

得
税

は
、

所
得

区
分

毎
に

課
税

さ
れ

る
分

離
課

税
方

式
で

あ
る

。
株

式
売

買
益

と
商

品
先

物
取

引
の

所
得

区
分

は
、

共
に

「
財

産
譲

渡
所

得
」
で

あ
る

が
、

株
式

と
先

物
取

引
で

損
益

通
算

は
で

き
な

い
。

(同
一

年
度

の
株

式
取

引
同

士
ま

た
は

同
一

年
度

の
先

物
取

引
同

士
の

損
益

通
算

は
で

き
る

)

先
物

取
引

に
関

す
る

所
得

は
課

税
対

象
で

は
な

い
の

で
、

損
益

通
算

は
該

当
事

項
な

し

株
式

売
買

損
益

は
譲

渡
税

が
課

さ
れ

、
先

物
の

場
合

は
非

課
税

/
配

当
所

得
に

分
類

さ
れ

損
益

通
算

が
不

可
能

先
物

取
引

に
関

す
る

所
得

は
課

税
対

象
で

は
な

い
の

で
、

損
益

通
算

な
し

商
品

先
物

と
株

式
の

非
課

税
枠

免
除

枠
現

行
の

税
法

で
は

、
先

物
取

引
と

株
式

の
非

課
税

枠
、

免
税

枠
の

規
定

は
な

い
。

該
当

事
項

な
し

該
当

事
項

な
し

大
株

主
で

な
い

者
の

有
価

証
券

市
場

、
コ

ス
ダ

ッ
ク

市
場

株
式

取
引

は
非

課
税

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

に
直

接
投

資
し

た
場

合
、

先
物

取
引

は
非

課
税

※
直

接
投

資
し

な
い

場
合

と
は

投
資

信
託

の
よ

う
な

フ
ァ

ン
ド

に
組

み
入

れ
ら

れ
た

先
物

取
引

で
課

税 年
間

の
取

引
収

支
で

損
失

が
発

生
し

た
場

合
、

株
式

、
先

物
共

に
次

年
度

に
損

失
を

繰
越

す
こ

と
が

で
き

な
い

。
該

当
事

項
な

し

シ
ン

ガ
ポ

ー
ル

所
得

税
法

（
S
IT

A
）
か

ら
の

参
照

が
な

い
。

 S
IT

A
の

所
得

税
法

に
上

記
の

取
引

に
係

る
記

載
が

な
い

た
め

、
課

税
対

象
で

は
な

い
と

判
断

さ
れ

る
。

株
式

、
商

品
先

物
の

損
失

の
繰

越
年

間
の

取
引

収
支

で
損

失
が

発
生

し
た

場
合

、
株

式
、

先
物

取
引

共
に

次
年

度
に

損
失

を
繰

越
す

こ
と

が
で

き
な

い
。

デ
リ

バ
テ

ィ
ブ

取
引

に
関

す
る

所
得

は
課

税
対

象
で

は
な

い
の

で
、

損
益

通
算

は
該

当
事

項
な

し

韓
国

の
株

式
に

投
資

し
て

い
る

上
場

投
資

信
託

収
益

証
券

の
取

引
に

対
し

2
0
0
9
年

か
ら

証
券

取
引

税
の

導
入

を
考

慮
し

て
い

る
が

、
2
0
1
3
年

1
0
月

末
現

在
導

入
さ

れ
ず

に
い

る
状

態
で

あ
る

。

出
所

（
法

律
名

・
条

文
番

号
な

ど
）

中
华

人
民

共
和

国
个

人
所

得
税

法
 <

P
R

C
 I
n
d
iv

id
u
a
l 
In

c
o
m

e
 T

a
x

L
a
w

>
 c

la
u
se

s 
#
1
, 
#
2
-
(9

),
 #

3
-
(5

) 
a
n
d
 #

6
-
(5

)

中
华

人
民

共
和

国
个

人
所

得
税

法
实

施
条

例
 <

P
R

C
 I
n
d
iv

id
u
a
l

In
c
o
m

e
 T

a
x 

L
a
w

 -
 I
m

p
le

m
e
n
ta

ti
o
n
 R

u
le

s>
 c

la
u
se

s 
#
5
-
(3

),
 #

6
,

#
8
-
(9

),
 #

1
0
, 
#
1
9
-
(5

),
 #

2
0
, 
#
2
2

C
a
is

h
u
iz

i 
[1

9
9
5
] 

N
o
. 
9
8
 财

政
部

、
国

家
税
务
总

局
关

于
在
华

无
住

所
的

个
人

如
何
计

算
在
华

居
住
满

五
年
问
题

的
通

知
 <

N
o
ti
c
e

is
su

e
d
 b

y
 t

h
e
 M

in
is

tr
y
 o

f 
F
in

a
n
c
e
 a

n
d
 t

h
e
 S

ta
te

 o
f

A
d
m

in
is

tr
a
ti
o
n
 o

f 
T
a
xa

ti
o
n
 c

o
n
c
e
rn

in
g 

th
e
 5

 c
o
n
se

c
u
ti
v
e
 f

u
ll

y
e
a
rs

 r
e
si

d
e
n
c
e
 r

u
le

s 
fo

r 
in

d
iv

id
u
a
ls

 w
h
o
 d

o
 n

o
t 

h
a
v
e

d
o
m

ic
ile

 i
n
 C

h
in

a
>

C
a
is

h
u
iz

i 
[1

9
9
4
] 

N
o
. 
4
0
 财

政
部

、
国

家
税
务
总

局
关

于
股

票
转
让

所
得
暂

不
征

收
个

人
所

得
税

的
通

知
<
N

o
ti
c
e
 i
ss

u
e
d
 b

y
 t

h
e
 M

in
is

tr
y
 o

f 
F
in

a
n
c
e
 a

n
d
 t

h
e
 S

ta
te

 o
f

A
d
m

in
is

tr
a
ti
o
n
 o

f 
T
a
xa

ti
o
n
 c

o
n
c
e
rn

in
g 

th
e
 c

a
p
it
a
l 
ga

in
 f

ro
m

st
o
c
k 

tr
a
n
sf

e
r 

is
 t

e
m

p
o
ra

ri
ly

 e
xe

m
p
t 

fr
o
m

 t
h
e
 P

R
C

 i
n
d
iv

id
u
a
l

in
c
o
m

e
 t

a
x>

内
国

歳
入

法
（
IN

L
A

N
D

 R
E
V

E
N

U
E
 O

R
D

IN
A

N
C

E
）

所
得

税
法

第
9
4
条

[譲
渡

所
得

税
の

範
囲

]

所
得

税
法

第
1
0
4
条

[譲
渡

所
得

税
の

税
率

]

証
券

取
引

税
法

第
8
条

[税
率

],
証

券
取

引
税

法
第

5
条

[弾
力

税
率

]

農
漁

村
特

別
税

法
第

5
条

[課
税

標
準

と
税

率
]

該
当

事
項

な
し
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［資料７－（６）］
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J
C

F
IA

JA
PA

N
 C

O
M

M
O

D
IT

Y
 F

U
TU

R
E

S
IN

D
U

ST
R

Y
 A

S
S

O
C

IA
TI

O
N

日
本
商
品
先
物
振
興
協
会

個
人
の
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
よ
る
所
得
に
対
す
る
税
制
の
概
要
に
つ
い
て
ご
説
明
し
ま
す
。

商
品
デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
に
関
す
る
税
金

商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
よ
る
所
得
は
申
告
分
離
課
税

個
人
の
方
が
国
内
の
商
品・
金
融・
有
価
証
券
を
原
資
産
と
す
る
取
引
所
デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
又
は
店
頭
デ
リ
バ
テ

ィブ
取
引（
以
下
、単
に「
デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
」と
い
い
ま
す
。具
体
的
な
例
に
つ
い
て
は
、P
４を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）
の

差
金
決
済
や
オ
プ
シ
ョ
ン
の
権
利
行
使・
被
権
利
行
使（
以
下
、単
に「
差
金
等
決
済
」と
い
い
ま
す
。）
を
行
っ
た
こ
と

に
よ
り
年
間
の
損
益
を
通
算
し
て
利
益
と
な
っ
た
場
合
に
は
、そ
の
決
済
を
行
っ
た
日
の
属
す
る
年
分
の
所
得
とし
て
、

他
の
所
得
と
合
算
し
な
い「
申
告
分
離
課
税
」に
よ
り
課
税
さ
れ
ま
す
。受
渡
し
に
よ
る
決
済
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

な
お
、商
品
先
物
取
引
業
者
は
、差
金
等
決
済
が
行
わ
れ
た
顧
客
の
取
引
に
つ
い
て
、損
益
に
か
か
わ
ら
ず
、顧
客

の
氏
名
、住
所
、約
定
価
格
等
を
記
載
し
た「
先
物
取
引
に
関
す
る
調
書
」を
、原
則
とし
て
、そ
の
差
金
等
決
済
が
あ

っ
た
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
1月
末
日
ま
で
に
、当
該
商
品
先
物
取
引
業
者
の
所
在
地
の
所
轄
税
務
署
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
っ
て
い
ま
す
。

税
率
は
20
％（
所
得
税
15
％
、住
民
税
5％
）

居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
差
金

等
決
済
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
利
益
に
対
し
て
15
％
の
税
率
に
よ
り
所
得
税
が
課
税
さ

れ
ま
す
。ま
た
、居
住
者
に
つ
い
て
は
別
に
5％
の
住
民
税
も
課
さ
れ
ま
す
。

※
こ
れ
に
加
え
て
、平
成
25
年
1月
1日
か
ら
平
成
49
年
12
月
31
日
ま
で
の
25
年
間
に

生
じ
た
所
得
に
つ
い
て
は「
復
興
特
別
所
得
税
」と
し
て
所
得
税
額
の
2.
1％
が
徴
収
さ

れ
る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。詳
し
く
は
、P
6を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

損
失
は
3年
間
の
繰
越
控
除
が
可
能

居
住
者
又
は
国
内
に
恒
久
的
施
設
を
有
す
る
非
居
住
者
が
デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
の
差
金
等
決
済
を
行
っ
た
こ
と

に
よ
り
年
間
を
通
じ
て
損
失
と
な
っ
た
と
き
は
、そ
の
損
失
の
金
額
を
翌
年
か
ら
3年
間
に
わ
た
っ
て
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ

取
引
に
よ
る
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

〔
繰
越
控
除
を
受
け
る
た
め
に
必
要
な
手
続
き
〕

繰
越
控
除
の
適
用
を
受
け
る
に
は
、損
失
が
生
じ
た
年
分

の
所
得
税
に
つ
い
て
、当
該
損
失
の
金
額
に
関
す
る
明
細

書
等
が
添
付
さ
れ
た
確
定
申
告
書
を
提
出
し
、か
つ
、そ
の
後

の
繰
越
期
間
中
連
続
し
て
確
定
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

必
要
で
す
。ま
た
、控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
分
の
確
定
申

告
書
に
は
、繰
越
控
除
を
受
け
る
金
額
の
計
算
に
関
す
る
明

細
書
等
一
定
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

〔
損
失
の
繰
越
控
除
の
例
〕

年
　
数

損
　
益

解
　
　
　
　
　
　
　
説

－
70
万
円

＋
30
万
円

＋
11
0万
円

取
引
な
し

－
40
万
円

1年
目

2年
目

3年
目

4年
目

5年
目

1年
目

2年
目

3年
目

4年
目

5年
目

－
40
万
円

－
70
万
円

＋
30
万
円

±
0

＋
11
0万
円

年
間
で
は
損
失
と
な
り
、所
得
は
な
か
っ
た
こ
と
と
な
り
ま
す
。納
税
の
た
め
の
申
告
は
不
要
で
す

が
、翌
年
以
降
に
損
失
を
繰
り
越
し
て
控
除
を
受
け
る
た
め
に
は
、損
失
の
確
定
申
告
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

1年
目
に
同
じ
。

1年
目
の
損
失
の
う
ち
30
万
円
を
控
除
で
き
ま
す
。そ
の
結
果
課
税
所
得
は
ゼ
ロ
と
な
り
ま
す
。

取
引
な
し（
繰
越
控
除
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、毎
年
連
続
し
て
確
定
申
告
書
を
提
出
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。）

2年
目
の
損
失
70
万
円
を
繰
越
し
て
11
0万
円
か
ら
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
1年
目
の

損
失
の
う
ち
ま
だ
繰
越
控
除
し
て
い
な
い
も
の
が
10
万
円
残
っ
て
い
ま
す
が
、既
に
3年
経
過

し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
こ
の
10
万
円
に
つ
い
て
は
繰
越
控
除
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。）

そ
の
結
果
、当
年
の
課
税
所
得
は
40
万
円
と
な
り
、税
率
は
20
％
で
す
か
ら
、納
税
額
は
8万

円
と
な
り
ま
す
。

－
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デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
所
得
の
計
算

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
差
金
等
決
済
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
売
買
差
損
益
金
か
ら
委
託
手
数
料
及
び
手
数
料

に
係
る
消
費
税
な
ど
そ
の
取
引
に
直
接
要
し
た
費
用
の
額
を
控
除
し
た
損
益
金
額
を
年
間（
暦
年
＝
1月
1日
か
ら

12
月
31
日
）で
通
算
し
、さ
ら
に
繰
越
控
除
で
き
る
デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
に
よ
る
損
失
が
あ
る
と
き
は
そ
の
損
失
の
額
を

控
除
し
て
な
お
利
益
が
生
じ
た
と
き
に
そ
の
利
益
が
課
税
対
象
所
得
と
な
り
ま
す
。

デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
に
よ
る
所
得
は
、差
金
等
決
済
に
よ
り
生
じ
た
損
益
に
よ
っ
て
計
算
し
ま
す
の
で
、損
益
金
の

支
払
い
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
は
関
係
し
ま
せ
ん
。

ま
た
、決
済
を
し
て
い
な
い
取
引
の
含
み
損
益（
値
洗
い
損
益
）は
課
税
対
象
に
は
な
り
ま
せ
ん
。差
金
等
決
済

に
よ
り「
実
現
し
た
損
益
」に
よ
っ
て
所
得
を
計
算
し
ま
す
。で
す
か
ら
、年
末
に
値
洗
い
益
が
あ
っ
て
も
値
洗
い
損

が
あ
っ
て
も
、年
間
の
所
得
に
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
。

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
所
得
の
計
算

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
場
合
、受
払
い
し
た
プ
レ
ミ
ア
ム
代
金
か
ら
委
託
手
数
料
な
ど
を
控
除
し
た
年
間
の
損
益
金

額
を
通
算
し
た
も
の
が
課
税
対
象
の
所
得
と
な
り
ま
す
。

オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
の
損
益
は
、オ
プ
シ
ョ
ン
の
転
売
又
は
買
戻
し
、権
利
行
使
又
は
被
権
利
行
使
、買
方
の
権
利

放
棄（
満
期
日
）の
い
ず
れ
か
の
時
点
で
確
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

（
例
え
ば
、オ
プ
シ
ョ
ン
を
買
っ
た
場
合
、買
っ
た
時
点
で
プ
レ
ミ
ア
ム
を
支
払
い
ま
す
が
、そ
の
時
点
で
は
損
益
は

確
定
せ
ず
、そ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
転
売
す
る
か
、権
利
行
使
す
る
か
、権
利
行
使
せ
ず
満
期
日
が
到
来
し
た
時
点
で
損

益
が
確
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。）

な
お
、権
利
行
使
に
よ
り
取
得
し
た
原
市
場
に
お
け
る
建
玉
は
、そ
れ
が
差
金
等
決
済
さ
れ
た
と
き
に
損
益
が
発

生
し
ま
す
。

無
し

受
取
プ
レ
ミ
ア
ム
代
金

̶
支
払
プ
レ
ミ
ア
ム
代
金

支
払
プ
レ
ミ
ア
ム
代
金

支
払
プ
レ
ミ
ア
ム
代
金

未
発
生

損
益
確
定

損
失
確
定

損
失
確
定

新
規
買
い

転
売

権
利
行
使

権
利
放
棄（
満
期
日
）

オ
プ
シ
ョ
ン
を
買
っ
た
場
合

無
し

受
取
プ
レ
ミ
ア
ム
代
金

̶
支
払
プ
レ
ミ
ア
ム
代
金

受
取
プ
レ
ミ
ア
ム
代
金

受
取
プ
レ
ミ
ア
ム
代
金

未
発
生

損
益
確
定

利
益
確
定

利
益
確
定

新
規
売
り

買
戻
し

権
利
行
使
を
受
け
た
時

買
方
の
権
利
放
棄（
満
期
日
）

オ
プ
シ
ョ
ン
を
売
っ
た
場
合

オ
プ
シ
ョ
ン
売
買
の
別

新
規
・
仕
切
り・
権
利
行
使
関
係

損
　
益

算
　
　
式

A
商
品

決
済

15
0万
円
の
利
益

B
商
品

決
済

10
0万
円
の
利
益

C
商
品

決
済

10
0万
円
の
損
失

ト
ー
タ
ル

15
0万

円
の
利
益

申
告
分
離
課
税

30
万
円

確 定 申 告

－
 3
 －

互
い
に
損
益
通
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
に
つ
い
て

損
益
通
算
が
で
き
る
取
引
は
、以
下
の
通
り
で
す
。

①
国
内
の
商
品
取
引
所
に
お
け
る
商
品
先
物
取
引
、商
品
指
数
等
先
物
取
引
、商
品
先
物
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引

　（
例：
金
、金
ミ
ニ
、白
金
、白
金
ミ
ニ
、ガ
ソ
リ
ン
、原
油
、ゴ
ム
、一
般
大
豆
、と
う
も
ろ
こ
し
、コ
メ
等
）

②
国
内
の
証
券
取
引
所
に
お
け
る
有
価
証
券
先
物
取
引
、有
価
証
券
指
数
等
先
物
取
引
、有
価
証
券
オ
プ
シ
ョン
取
引

　（
例：
日
経
22
5先
物
取
引
、同
オ
プ
シ
ョ
ン
取
引
等
）

③
国
内
の
証
券
取
引
所
又
は
金
融
取
引
所
に
お
け
る
金
利
先
物
取
引
、外
国
為
替
証
拠
金
取
引（
FX
取

引
）、
カ
バ
ード
ワ
ラ
ント

(例
：く
り
っ
く
36
5、
大
証
ＦＸ
、ユ
ー
ロ
円
3ヵ
月
金
利
先
物
等
)

④
店
頭
商
品
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引（
金
、石
油
、穀
物
等
の
商
品
を
原
資
産
と
す
る
取
引
）、
店
頭
金
融
商
品
デ

リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引（
通
貨
、金
利
、有
価
証
券
等
の
金
融
商
品
を
原
資
産
と
す
る
取
引
）、
店
頭
カ
バ
ード
ワ
ラ

ント
（
金
融
商
品
等
を
原
資
産
と
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
を
証
券
化
し
た
取
引
）

（
例：
商
品
C
FD
取
引
、店
頭
証
券
C
FD
取
引
、店
頭
FX
取
引
）

　
上
記
の
所
得
以
外
の
所
得（
例
え
ば
、株
式
の
現
物・
信
用
取
引
、商
品
フ
ァ
ンド
、外
国
の
商
品
取
引
所
の
先

物
取
引
な
ど
に
よ
る
所
得
）と
の
損
益
通
算
は
で
き
ま
せ
ん
。

複
数
の
商
品
先
物
取
引
業
者
で
行
った
取
引
は
通
算
して
所
得
を
算
定
しま
す
。

複
数
の
商
品
先
物
取
引
業
者
で
取
引
を
行
っ
た
場
合
は
、す
べ
て
の
取
引
の
年
間
の
損
益
を
通
算
し
て
、デ

リ
バ
テ
ィブ
取
引
か
ら
生
じ
る
所
得
を
算
定
し
ま
す
。

例
え
ば
、年
間
の
損
益
が
A
社
に
お
い
て
＋
50
万
円
、B
社
に
お
い
て
－
60
万
円
、C
社
に
お
い
て
＋
90
万
円

で
あ
っ
た
場
合
、そ
の
人
の
先
物
取
引
に
か
か
る
年
間
の
所
得
は
80
万
円
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引

取
引
所
取
引

A
社

＋
50
万
円

B
社

－
60
万
円

C
社

＋
90
万
円

年
間
の
所
得

80
万
円

年
間
の
損
益

商
品
先
物
取
引
 
＋
50
0万
円

有
価
証
券
先
物
取
引
 ▲
12
0万
円

外
国
為
替
証
拠
金
取
引

（
ＦＸ
取
引
） 

▲
20
0万
円

　
　
　
　
　
　
　
合
計
 ＋
18
0万
円

店
頭
取
引

商
品
Ｃ
Ｆ
Ｄ
取
引
 ＋
10
0万
円

証
券
Ｃ
Ｆ
Ｄ
取
引
 ▲
12
0万
円

外
国
為
替
証
拠
金
取
引

（
ＦＸ
取
引
） 

▲
10
0万
円

　
　
　
　
　
　
　
合
計
 ▲
12
0万
円

損
益
通
算
　
＋
60
万
円
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氏
名
・
住
所
の
告
知
と
確
認

デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
を
行
う
顧
客
は
、取
引
の
差
金
等
決
済
を
す
る
日
ま
で
に
、そ
の
差
金
等
決
済
の
都
度
、商
品

先
物
取
引
業
者
に
氏
名
及
び
住
所
を
告
知
す
る
と
と
も
に
、住
民
票
の
写
し
等
の
本
人
確
認
書
類
を
提
示
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
り
、商
品
先
物
取
引
業
者
は
そ
の
提
示
さ
れ
る
書
類
に
よ
り
顧
客
の
本
人
確
認
を
行
い
ま
す
。

法
人
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
税
務

法
人
が
行
っ
た
デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
の
損
益
は
、次
に
よ
り
法
人
税
が
課
さ
れ
ま
す
。

差
金
等
決
済
に
よ
る
損
益

デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
差
金
等
決
済
を
行
っ
た
こ
と
に
よ
る
損
益
は
、当
該
差
金
等
決
済
を
行
っ
た
日
の
属
す
る
事
業
年

度
の
益
金
又
は
損
金
に
算
入
し
ま
す
。デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
の
売
付
け・
買
付
け
、転
売
・買
戻
し
に
係
る
委
託
手
数
料
及
び

そ
の
他
の
費
用
の
額
は
、そ
の
支
払
を
行
っ
た
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
損
金
の
額
に
算
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

期
末
に
お
い
て
未
決
済
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
係
る
利
益
相
当
額
・
損
失
相
当
額

期
末
に
お
い
て
決
済
さ
れ
て
い
な
い
取
引
に
つ
い
て
は
、期
末
時
点
で
決
済
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
、そ
こ
で
発
生
す

る
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当
額
は
、そ
の
事
業
年
度
の
益
金
又
は
損
金
に
算
入
さ
れ
ま
す
。こ
の
場
合
、利
益
相
当
額

又
は
損
失
相
当
額
は
、事
業
年
度
終
了
日
に
お
け
る
取
引
所
の
最
終
価
格
等
で
決
済
し
た
こ
と
とし
て
計
算
さ
れ
る
差
金
に

基
づ
く
額
と
な
り
ま
す
。ま
た
、期
末
に
計
上
さ
れ
た
利
益
相
当
額
又
は
損
失
相
当
額
は
、翌
期
首
に
お
い
て
戻
入
れ
処
理

が
行
わ
れ
ま
す
。

ヘ
ッ
ジ
会
計
を
利
用
し
て
い
る
場
合
の
繰
延
ヘ
ッ
ジ
利
益
・
損
失

企
業
が
ヘ
ッ
ジ
目
的
で
デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
を
利
用
し
た
場
合
、デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
は
時
価
評
価
さ
れ
る
の
に
対
し
、ヘ
ッ

ジ
対
象
で
あ
る
資
産
・負
債
は
原
価
評
価
さ
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
な
損
益
認
識
時
点
の
ず
れ
を
一
致
さ
せ
よ
う
と

す
る
会
計
手
法
を「
ヘ
ッ
ジ
会
計（
繰
延
ヘ
ッ
ジ
会
計
）」
と
い
い
ま
す
。

会
計
上
、繰
延
ヘ
ッ
ジ
会
計
が
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、原
則
とし
て
税
法
上
も
同
様
の
取
扱
い
が
認
め
ら
れ
て
お
り
、繰
り

延
べ
た
金
額
は
損
金
・
益
金
とし
て
計
上
さ
れ
ま
せ
ん
。

な
お
、デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
し
た
者
が
、商
品
先
物
取
引
業
者
と
の
間
で
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
の
委
託
等
の

契
約
を
締
結
す
る
際
に
一
定
の
告
知
及
び
本
人
確
認
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、当
該
契
約
に
基
づ
く
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
の
差
金
等
決
済
に
つ
き
告
知
が
あ
っ
た
も
の
とし
て
取
り
扱
い
ま
す
。

た
だ
し
、住
所
等
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、あ
ら
た
め
て
告
知
及
び
確
認
書
類
の
写
し
の
提
示
が
必
要
と

な
り
ま
す
。

（
注
）デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
を
行
う
法
人
顧
客
に
つ
い
て
も
、個
人
の
場
合
と
同
様
に
、商
品
先
物
取
引
業
者
に
当
該
法

人
の
名
称
及
び
住
所
を
告
知
す
る
と
と
も
に
、商
品
先
物
取
引
業
者
は
そ
の
提
示
さ
れ
た
書
類
に
よ
り
当
該
法
人

の
本
人
確
認
を
行
う
こ
と
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

［「
確
認
書
類
」と
す
る
こ
と
が
で
き
る
主
な
も
の
］

●
住
民
票
の
写
し
、住
民
票
の
記
載
事
項
証
明
書
、戸
籍
の
附
票
の
写
し
、印
鑑
証
明
書
、

住
民
基
本
台
帳
カ
ード

●
健
康
保
険
被
保
険
者
証
、国
民
年
金
手
帳

●
運
転
免
許
証
、旅
券（
パ
ス
ポ
ート
）

●
外
国
人
登
録
証
明
書

●
国
税
・
地
方
税
の
領
収
証
書
、納
税
証
明
書
、社
会
保
険
料
の
領
収
証
書

そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の

1 2 3ご
参
考

詳
細
は
税
理
士
に
ご
相
談
下
さ
い
。

－
 5
 －

東
日
本
大
震
災
か
ら
の
復
興
の
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
の
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る

特
別
措
置
とし
て
、「
復
興
特
別
所
得
税
」が
創
設
さ
れ
まし
た
。

1.
措
置
期
間
、課
税
対
象
、税
額

　
⑴
措
置
期
間

　
　
平
成
25
年
1月
1日
か
ら
平
成
49
年
12
月
31
日
ま
で（
25
年
間
）

　
⑵
課
税
対
象

　
　
上
記
期
間
内
の
個
人
の
所
得
税
額

　
⑶
税
　
額

　
　
所
得
税
額
に
2.
1％
乗
じ
て
得
ら
れ
た
額

2.
税
額
算
出
の
例

例
え
ば
、個
人
の
方
が
行
っ
た
デ
リ
バ
テ
ィブ
取
引
か
ら
得
ら
れ
た
所
得
が
50
万
円
で
あ

る
場
合
、当
該
所
得
に
係
る
復
興
特
別
所
得
税
は
以
下
の
よ
う
に
し
て
算
出
す
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

所
　
得
　
税
　
額
 ＝
 5
0万
円
 ×
 1
5％
 ＝
 7
万
5千
円

住
　
民
　
税
　
額
 ＝
 5
0万
円
 ×
 5
％
 
＝
 2
万
5千
円

復
興
特
別
所
得
税
 ＝
 7
.5
万
円
 ×
 2
.1
％
 ＝
 1
,5
75
円（
新
設
）

●
住
民
税
等
の
地
方
税
は
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

3.
留
意
す
べ
き
点

所
得
税
額
が
課
税
対
象
と
な
る
こ
と
か
ら
、現
行
税
法
に
設
け
ら
れ
て
い
る
10
の
所
得

（
利
子・
配
当・
不
動
産・
事
業・
給
与・
譲
渡・
一
時・
雑・
山
林・
退
職
の
各
所
得
）か
ら
生

じ
る
所
得
税
全
般
に
2.
1％
の
税
金
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

20
14
.1

日
本
商
品
先
物
振
興
協
会

〒
10
3－
00
16
　
東
京
都
中
央
区
日
本
橋
小
網
町
9－
4　
7階
 

 T
E
L 
03
－
36
64
－
57
31
　
FA
X
 0
3－
36
64
－
57
33

 h
ttp
:/
/w
w
w
.jc
fia
.g
r.j
p/

J
C

F
IA

JA
PA

N
 C

O
M

M
O

D
IT

Y
 F

U
TU

R
E

S
 

IN
D

U
ST

R
Y

 A
S

S
O

C
IA

TI
O

N

－
 6
 －

復
興
特
別
所
得
税
に
つ
い
て

詳
細
は
税
理
士
等
の
専
門
家
ま
た
は
課
税
当
局
に
ご
確
認
下
さ
い
。
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